
第

二

千

百

十

六

号

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

高
額
介
護
合
算
療
養
費

高
額
療
養
費

療
養
費

療
養
の
給
付

区
分

(

金
曜
日)年

度

目

次

規

則

○
岐
阜
県
国
民
健
康
保
険
財
政
広
域
化
支
援
事
業
貸
付
金
等
の
貸
付
け

等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

地
域
福
祉
国
保
課)

四
七
ペ
ー
ジ

告

示

○
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
国
保
課)

五
〇

○
指
定
施
術
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

五
〇

○
指
定
施
術
機
関
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出

(

同

)

五
〇

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置
指
定

(
建
築
指
導
課)

五
一

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

税

務

課)

五
一

○
も
と
す
広
域
連
合
の
規
約
の
変
更
の
届
出

(

市

町

村

課)

五
二

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

情
報
企
画
課)

五
二

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)
五
二

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

五
三

規

則

岐
阜
県
国
民
健
康
保
険
財
政
広
域
化
支
援
事
業
貸
付
金
等
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
号

岐
阜
県
国
民
健
康
保
険
財
政
広
域
化
支
援
事
業
貸
付
金
等
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
国
民
健
康
保
険
財
政
広
域
化
支
援
事
業
貸
付
金
等
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
四

年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中｢

三
年
度｣

を｢

五
年
度｣

に
改
め
る
。

｢
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日



年
度

年
度

訪
問
看
護
療
養
費

療
養
費

保
険
外
併
用
療
養
費

入
院
時
生
活
療
養
費

入
院
時
食
事
療
養
費

療
養
の
給
付

区
分

注
各
年
度
欄
の
上
段
に
は
給
付
種
類
別
ご
と
の

の
給
付
､
療
養
費
､
高
額
療
養
費
､
高
額
介
護

当
た
り
支
給
額
(出
産
育
児
一
時
金
及
び
葬
祭

付
額
の
総
額
を
記
載
す
る
こ
と
｡

計

葬
祭
費

出
産
育
児
一
時
金

移
送
費

年
度

年
度

被
保
険
者
１
人
当
た
り
給
付
額
(療
養

合
算
療
養
費
及
び
移
送
費
)
又
は
１
件

費
)
を
､
下
段
に
は
給
付
種
類
別
の
給年
度

注
各
年
度
欄
の
上
段
に
は
給
付
種
類
別
ご
と
の

の
給
付
､
入
院
時
食
事
療
養
費
､
入
院
時
生
活

費
､
訪
問
看
護
療
養
費
､
特
別
療
養
費
､
移
送

療
養
費
)
又
は
１
件
当
た
り
支
給
額
(出
産
育

は
給
付
種
類
別
の
給
付
額
の
総
額
を
記
載
す
る

計

葬
祭
費

出
産
育
児
一
時
金

高
額
介
護
合
算
療
養
費

高
額
療
養
費

移
送
費

特
別
療
養
費

別
記
第
二
号
様
式
及
び
別
記
第
四
号
様
式
中｢

を

｣
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被
保
険
者
１
人
当
た
り
給
付
額
(療
養

療
養
費
､
保
険
外
併
用
療
養
費
､
療
養

費
､
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算

児
一
時
金
及
び
葬
祭
費
)
を
､
下
段
に

こ
と
｡

共
同
事
業
交
付
金

県
支
出
金

県
支
出
金

共
同
事
業
拠
出
金

介
護
納
付
金

介
護
納
付
金

共
同
事
業
交
付
金

県
支
出
金

県
支
出
金

共
同
事
業
拠
出
金

介
護
納
付
金

介
護
納
付
金

に
、 ｢

｣

｢を

｣

に
、 ｢

｣

｢を

｣

に
、 ｢

｣

｢を

｣

に
、 ｢

｣

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣
附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
岐
阜
県
国
民
健
康
保
険
財
政
広
域
化
支
援
事
業

貸
付
金
等
の
貸
付
け
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
度
分
の
予
算
に
係
る
貸
付
け
等
か

ら
適
用
す
る
。
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告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
十
七
号

生
活
保
護
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四

十
九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ

せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
生
活
保
護
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令

第
二
十
一
号)

第
十
二
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
十
二

条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

指
定
年
月
日

か
た
び
ら
接
骨
院

河

合

繁

可
児
市
帷
子
新
町
三
―
一
九

平
成��･�･��

梁
山
泊
針
灸
院

小

川

研

岐
阜
市
神
室
町
五
―
八

同�･��

ひ
だ
か
接
骨
院

進

藤

真

志

愛
知
県
丹
羽
郡
大
口
町
下
小

口
七
―
一
五
三
―
一

同�･��

爽
ケ
ア
治
療
院

川

上

潔

多
治
見
市
太
平
町
六
―
六
四

―
二

同�･��

爽
ケ
ア
整
骨
院

堀

尾

順

多
治
見
市
太
平
町
六
―
六
四

―
二

同��･�

蓮
華
鍼
灸
接
骨
院

勝

野

真

美

中
津
川
市
か
や
の
木
町
三
―

四

同

太
陽
は
り
き
ゅ
う
接
骨

院

石

田

浩

介

愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
東
大

曽
根
町
四
五
―
一
〇
高
山
ビ

ル
一
階

平
成��･�･��

お
お
し
ま
鍼
灸
整
骨
院

大

嶋

章

裕

恵
那
市
岩
村
町
二
三
七
二
―

二

同��･�
岐
阜
県
告
示
第
二
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
施
術
機
関
か
ら
当
該
施
術
機
関
を
廃
止
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

廃
止
年
月
日

鍼
灸
治
療
院
な
ず
な
庵

若

原

久

子

岐
阜
市
六
条
東
一
―
一
一
―

一

平
成��･�･��

岐
阜
県
告
示
第
二
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
施
術
機
関
か
ら
当
該
施
術
機
関
の
所
在
地
を
変
更
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及

び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

開

設

者

所

在

地

変
更
年
月
日

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ

サ
ー
ジ
み
ず
ほ
治
療
院

高

橋

裕

樹

新

瑞
穂
市
十
八
条
二
九
―

五

旧

瑞
穂
市
十
八
条
八
七
五

番
地

平
成��･�･��
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揖
斐
郡
大
野
町
大
字
小
衣
斐
字
藤
ノ
木
一

八
六
番
四

養
老
郡
養
老
町
下
笠
字
三
ツ
屋
二
三
八
三

番
四
及
び
二
三
八
三
番
九

位

置

同

郡
笠
松
町
長
池
字
嫁
ヶ
淵
一
六
七
二

番
八

同

郡
同

町
伏
屋
七
丁
目
一
五
三
番
四

羽
島
郡
岐
南
町
徳
田
九
丁
目
一
八
番
一
〇

位

置�･�� �･��〜�･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル) �･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル)��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

西
建
築
第
八

七
号
の
八

西
建
築
第
八

七
号
の
七

指
定
番
号

岐
建
築
第
九

号
の
六

岐
建
築
第
九

号
の
五

岐
建
築
第
九

号
の
四

指
定
番
号

同��･�� 平
成
��･��･�� 指

定

年
月
日

同 同��･�� 平
成
��･��･� 指

定

年
月
日

同

市
茄
子
川
字
鳳
雲
庵
一
〇
〇
三
番

七
、
一
〇
〇
三
番
八
及
び
一
〇
〇
三
番
九

中
津
川
市
駒
場
字
後
洞
一
三
五
〇
番
一
五

九

位

置

関
市
上
白
金
字
若
宮
東
七
三
六
番
四
及
び

七
三
四
番
二
の
一
部

可
児
郡
御
嵩
町
比
衣
字
雨
田
二
二
番
九

加
茂
郡
富
加
町
羽
生
字
八
反
田
一
七
八
四

番
四

同
市
下
有
知
字
中
長
保
寺
三
四
九
七
番
一

三 関
市
肥
田
瀬
字
西
郷
二
五
一
一
番
一

位

置

同

郡
輪
之
内
町
楡
俣
新
田
字
村
内
四
二

六
番
四

安
八
郡
安
八
町
東
結
字
芝
原
東
一
五
二
六

番
四

�･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル) �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル) �･�� �･����･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･� ��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･��
東
建
築
第
三

九
号
の
七

東
建
築
第
三

九
号
の
六

指
定
番
号

中
建
築
第
二

八
号
の
一
五

中
建
築
第
二

八
号
の
一
四

中
建
築
第
二

八
号
の
一
三

中
建
築
第
二

八
号
の
一
二

中
建
築
第
二

八
号
の
一
一

指
定
番
号

西
建
築
第
八

七
号
の
一
〇

西
建
築
第
八

七
号
の
九

同��･�� 平
成
��･��･�� 指

定

年
月
日

同��･�� 同��･�� 同��･�� 同��･�� 平
成
��･��･�� 指

定

年
月
日

同��･�� 同��･�

高
山
ス
ポ
ー
ツ
接
骨
院

は
り
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ
院

花

川

智

行

新

高
山
市
桐
生
町
二
―
四

二
四

旧

高
山
市
花
岡
町
三
―
五

四
―
二

同�･�

は
り
・
灸

し
ゅ
ー
Ｒ

ｏ
ｏ
ｍ

長

尾

能

孝

新

各
務
原
市
蘇
原
野
口
町

一
―
六
五
―
三

旧

各
務
原
市
蘇
原
古
市
場

町
一
―
五

同�･�

岐
阜
県
告
示
第
三
十
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
、
建
築
事
務
所
長
が
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五

年
建
設
省
令
第
四
十
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
建
築
事
務
所

西
濃
建
築
事
務
所

中
濃
建
築
事
務
所

東
濃
建
築
事
務
所

(

道
路
の
位
置
を
示
す
図
面
は
、
そ
の
位
置
を
所
管
す
る
建
築
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。
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平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
地
方
税
電
子
申
告
審
査
シ
ス
テ
ム
機
器
等
の
調
達
､
設
置
設
定
業

務
委
託
､
保
守
業
務
及
び
維
持
管
理
業
務
委
託
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

)
第
167条

の
２
第
１
項
第

８
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
平
成
21年
12月
11日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
名
古
屋
市
中
区
錦
２
丁
目
17番
21号

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ
東
海

代
表
取
締
役
中
村
充
孝

６
契
約
金
額
60,900,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
務
部
税
務
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
２
丁
目
１
番
１
号

○
も
と
す
広
域
連
合
の
規
約
の
変
更
の
届
出

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
九
十
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

も
と
す
広
域
連
合
長
か
ら
届
出
の
あ
っ
た
も
と
す
広
域
連
合
の
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十

一
年
十
二
月
二
十
八
日
付
け
で
受
理
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

[広
域
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
(帯
域
利
用
)
サ
ー
ビ
ス
利
用
業
務
に
関
す
る
落
札
者
等
]

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
広
域
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
(帯
域
利
用
)
サ
ー
ビ
ス
利
用
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
21年
10月
13日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
21年
11月
24日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
二
丁
目
２
番
５
号

中
部
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
牧
俊
夫

６
落
札
金
額
26,460,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
合
企
画
部
情
報
企
画
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

[ダ
ー
ク
フ
ァ
イ
バ
(光
フ
ァ
イ
バ
芯
線
)
借
用
業
務
に
関
す
る
落
札
者
等
]

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
ダ
ー
ク
フ
ァ
イ
バ
(光
フ
ァ
イ
バ
芯
線
)
借
用
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
21年
10月
13日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
21年
11月
24日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
梅
ヶ
枝
町
二
丁
目
31番
地

株
式
会
社
N
TT西

日
本
―
東
海
岐
阜
事
業
部

事
業
部
長
田
村
公
雄

６
落
札
金
額
211,260,004円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
合
企
画
部
情
報
企
画
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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同
東
建
築
第
五
二
号

同

二
一
・

五
・

一

同
東
建
築
第
六
〇
号
の
四

同

二
一
・

五
・

一

同
東
建
築
第
五
四
号
の

五同
二
一
・

七
・
三
〇

岐
阜
県
指
令
東
建
築
第
六
〇

号
の
二

平
成
二
一
・

一
・

七

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

中
津
川
市
瀬
戸
字
上
滝
二
九
六
五
番
、
二
九

六
四
番
の
一
部
、
二
九
六
六
番
、
二
九
六
七

同

市
長
島
町
永
田
字
竹
ノ
下
四
六
六
番
七
、

四
六
六
番
八
、
四
六
七
番
一
、
四
六
七
番
二
、

四
六
七
番
七
、
四
六
八
番
、
四
七
七
番
、
四

七
七
番
三
一
、
四
七
八
番
一
、
四
七
九
番
、

四
八
〇
番
、
四
八
一
番
一
、
四
八
一
番
三
及

び
四
八
二
番
一

恵
那
市
大
井
町
字
横
平
二
七
一
一
番
五

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

道
路
、
緑
地
、

消
防
の
用
に

道
路
、
公
園
、

上
下
水
道
、

緑
地

緑
地

公
共
施
設
の

種
類

同 同 開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

中
津
川
市
苗
木
九
一
六
七
番
地

胞
山
工
業
株
式
会
社

恵
那
市
長
島
町
永
田
五
一
七
―
一

有
限
会
社
大
井
興
産

代
表
取
締
役

北

林

浩

一

恵
那
市
大
井
町
二
七
一
一
―
一
一
六

株
式
会
社
タ
ケ
シ
マ
ヤ
・
ス
チ
ー
ル

代
表
取
締
役

田

中

隆

則

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ジ
ョ
ブ
キ
ャ
リ

三

代

表

者

の

氏

名

永
井

智
里

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
境
川
三
丁
目
六
六
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
性
別
・
年
齢
・
利
害
関
係
の
枠
を
超
え
て
地
元

企
業
お
よ
び
団
体
、
個
人
と
幅
広
く
交
流
し
、
商
業
活
性
と
地
域

発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

地
元
岐
阜
の
求
人
企
業
と
就
職
活
動
中
の
学
生
の
よ
り
よ
い
マ
ッ

チ
ン
グ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
で
、
岐
阜
の
産
業
活

性
お
よ
び
将
来
を
担
う
若
手
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
育
成
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
一
月
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
わ
ふ
わ
う
さ
ぎ

三

代

表

者

の

氏

名

名
和

明
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
瑞
穂
市
本
田
二
一
一
七
番
地
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
育
て
に
関
わ
る
す
べ
て
の
人
た
ち
に
対
し
て
、

親
子
の
ふ
れ
あ
い
を
中
心
と
し
た
子
育
て
支
援
に
関
す
る
事
業
を

行
い
、
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
と
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
地

域
社
会
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

( ) 平成22年１月22日 岐 阜 県 公 報 第２１１６号53 � � � �� � � �



同
東
建
築
第
六
一
号

同

一
九
・

九
・
一
九

同
東
建
築
第
五
四
号
の

二同
二
一
・

六
・
二
六

同
東
建
築
第
五
四
号
の

七同
二
一
・
一
二
・

八

同
東
建
築
第
五
四
号
の

六同
二
一
・
一
〇
・
二
七

土
岐
市
下
石
町
字
西
山
三
〇
四
番
二
他
二
七

筆
の
う
ち
二
工
区
分

番
、
二
九
六
八
番
、
二
九
六
九
番
の
一
部
、

二
九
七
〇
番
、
二
九
七
一
番
の
一
部
、
一
六

八
五
番
一
の
一
部
及
び
二
九
七
五
番
の
一
部

同

市
同

字
挽
場
一
七
一
六
番
一
の
一

部
、
一
七
一
六
番
二
の
一
部
及
び
一
七
一
六

番
三
の
一
部

道
路
、
緑
地
、

水
路
、
消
防

の
用
に
供
す

る
貯
水
施
設
、

調
整
池

供
す
る
貯
水

施
設

同

土
岐
市
下
石
町
三
〇
四
番
地
の
二
六
四

土
岐
南
テ
ク
ノ
ヒ
ル
ズ
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鈴

木

章

夫

代
表
取
締
役

鈴

木

利

春

第２１１６号 岐 阜 県 公 報 平成22年１月22日 ( )54� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �� � � �平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


